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○阿南市就学援助規則  

令和元年１１月２９日  

阿南市教育委員会規則第５号  

改正  令和３年１１月３０日教委規則第８号  

令和４年３月２４日教委規則第２号  

阿南市就学援助費交付規則（平成１４年阿南市教育委員会規

則第２号）の全部を改正する。  

（目的）  

第１条  この規則は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号。

以下「法」という。）第１９条の規定に基づき、経済的理由

によって就学困難な法第１８条に規定する学齢児童若しくは

学齢生徒（以下「児童生徒」という。）又は学校教育法施行

令（昭和２８年政令第３４０号。以下「令」という。）第５

条第１項に規定する就学予定者の法第１６条に規定する保護

者に対し、必要な援助（以下「就学援助」という。）を行う

ことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。 

（定義）  

第２条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。  

（１）  新入学予定者  就学予定者のうち翌学年の初めから

小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）若

しくは中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校

の前期課程を含む。以下同じ。）に就学させるべき者をい

う。  

（２）  区域外就学者  阿南市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）から令第９条第１項に規定する区域外就学

を承諾され、阿南市立の小学校若しくは中学校に在学する

児童生徒をいう。  
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（対象者）  

第３条  就学援助を受けることができる者（以下「対象者」と

いう。）は、市の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学

校に在学する児童生徒又は新入学予定者の保護者若しくは区

域外就学者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。  

（１）  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者（以下「要保護者」という。）  

（２）  教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮している

と認める者  

（就学援助の範囲及び額）  

第４条  就学援助は、次に掲げる就学に必要な費用（以下「就

学援助費」という。）の全部又は一部を支給することにより

行う。ただし、他の市区町村から就学に必要な援助としてこ

れに相当する支給を受ける場合を除く。  

（１）  学用品費  

（２）  通学用品費  

（３）  通学費  

（４）  校外活動費  

（５）  入学準備金  

（６）  新入学児童生徒学用品費  

（７）  学校給食費  

（８）  修学旅行費  

（９）  医療費  

（１０）  オンライン学習通信費  

２  要保護者のうち生活保護法第１３条に規定する教育扶助

（以下「教育扶助」という。）を受けている児童生徒の保護

者に対する就学援助は、前項第８号及び第９号に規定するも
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のに限る。  

３  区域外就学者の保護者に対する就学援助は、第１項第７号

及び第９号に規定するものに限る。ただし、当該保護者が教

育扶助を受けている場合は、第１項第７号に規定するものを

除く。  

４  阿南市立以外の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保

護者に対する就学援助は、第１項第１号、第２号、第４号か

ら第６号まで及び第８号に規定するものに限る。  

５  第１項第５号に規定する入学準備金は、新入学予定者が入

学する年度の前年度に支給するものとする。  

６  第１項第６号に規定する新入学児童生徒学用品費は、前項

の規定により入学準備金の支給を受けた場合は、これを支給

しない。  

７  前各項に規定するほか、就学援助の範囲及び額は、教育委

員会が別に定める。  

（認定申請）  

第５条  就学援助を受けようとする保護者（以下「申請者」と

いう。）は、教育委員会に、阿南市就学援助認定（変更）申

請書（様式第１号）を児童生徒が在学する学校の校長（以下

「学校長」という。）を経由して提出しなければならない。

この場合において、小学校に就学する新入学予定者（以下「小

学校入学予定者」という。）の保護者は、教育委員会に直接

提出するものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、要保護者のうち教育扶助を受け

ているものについては、前項に規定する申請書の提出を省略

することができる。  

（認定の可否の決定）  

第６条  教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があった
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ときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定す

るものとする。この場合において、教育委員会は、学校長、

民生委員若しくは児童委員又は教育委員会が別に定める阿南

市就学援助認定審査会に意見を聴くことができる。  

２  教育委員会は、前項に規定する審査により就学援助を行う

ことを決定したときは、就学援助の認定をし、阿南市就学援

助認定（変更）通知書（様式第２号）により、認定を受けた

申請者（以下「被認定者」という。）に対し、学校長を経由

して通知するものとする。この場合において、小学校入学予

定者及び区域外就学者の保護者については、直接通知するも

のとする。  

３  教育委員会は、就学援助の認定をしないときは、当該申請

者に対し、阿南市就学援助認定申請結果通知書（様式第３号）

により、学校長を経由して通知するものとする。この場合に

おいて、小学校入学予定者及び区域外就学者の保護者につい

ては、直接通知するものとする。  

（認定期間）  

第７条  被認定者が就学援助費の支給を受けることができる期

間（以下「認定期間」という。）は、次の各号に掲げる認定

申請の時期に応じ、当該各号に定める期間とする。  

（１）  年度当初の締切日として教育委員会が定める日まで  

４月１日から翌年の３月３１日までの期間  

（２）  年度当初の締切日の翌日から翌年２月末日まで  申

請日の翌月の１日から翌年の３月３１日までの期間  

（３）  小学校入学予定者に係る入学準備金支給の締切日と

して教育委員会が定める日まで  認定をした日から当該認

定をした日の属する年度の３月３１日までの期間  

（変更申請）  
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第８条  被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

教育委員会に対し、速やかに阿南市就学援助認定（変更）申

請書（様式第１号）を、学校長を経由して提出しなければな

らない。この場合において、小学校入学予定者の保護者につ

いては、教育委員会に直接提出するものとする。  

（１）  転出又は転学したとき。  

（２）  住所又は氏名に変更があったとき。  

（３）  世帯の状況に変更があったとき。  

（４）  当該児童生徒が児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第４１条の児童養護施設又は同法第４４条の児童自

立支援施設に入所したとき。  

（５）  生活保護法の規定による保護の開始又は廃止があっ

たとき。  

２  教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があったとき

は、当該申請書の内容を審査し、就学援助の認定の変更をし、

阿南市就学援助認定（変更）通知書（様式第２号）により、

被認定者に対し、学校長を経由して通知するものとする。こ

の場合において、小学校入学予定者及び区域外就学者の保護

者については、直接通知するものとする。  

（就学援助費の支給方法）  

第９条  教育委員会は、被認定者に対し、次の各号のいずれか

の方法により就学援助費の支給を行うものとする。  

（１）  学校長委任払  教育委員会が被認定者に支給すべき

就学援助費について、被認定者から就学援助費の受領及び

返納について委任を受けた学校長に支払う方法  

（２）  口座振込  教育委員会が直接被認定者名義の口座に

振り込む方法  

２  被認定者は、第５条第１項に規定する申請書の提出時に前
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項に規定する支給方法のいずれかを選択するものとする。た

だし、小学校入学予定者の保護者については、口座振込の方

法とする。  

３  被認定者が支給方法の変更を希望する場合又は学校長が支

給方法を変更する必要があると認める場合は、被認定者又は

学校長は、教育委員会に対し、阿南市就学援助費支給方法変

更届（様式第４号）を提出しなければならない。  

４  第１項の規定にかかわらず、第４条第１項第９号に規定す

る医療費については、医療機関に対して直接支払うことがで

きるものとする。  

（就学援助費の支給時期）  

第１０条  就学援助費は、原則として次の各号に掲げる期間に

係る就学援助費について、当該各号に定める月に支給するも

のとする。  

（１）  ４月分から７月分まで  ８月  

（２）  ８月分から１１月分まで  １２月  

（３）  １２月分から３月分まで  ３月  

２  教育委員会は、就学援助費を支給するときは、その支給額

を被認定者に対し、阿南市就学援助費支給額通知書（様式第

５号）により、学校長を経由して通知するものとする。この

場合において、小学校入学予定者及び区域外就学者の保護者

については、直接通知するものとする。  

（就学援助の認定取消）  

第１１条  教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことがで

きる。  

（１）  対象者に該当しなくなったとき。  

（２）  偽りその他不正な手段により就学援助費の支給を受
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けたとき。  

２  教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定を取り消

したときは、当該認定を取り消した者に対し、阿南市就学援

助認定取消通知（兼返還命令）書（様式第６号）により通知

するものとする。  

３  前項に規定する通知は、学校長を経由して行うことができ

る。  

（就学援助費の返還）  

第１２条  教育委員会は、前条第１項の規定により就学援助認

定を取り消した場合において、既に支給した就学援助費があ

るときは、当該取消しに係る就学援助費に相当する額を、阿

南市就学援助認定取消通知（兼返還命令）書（様式第６号）

により、その返還を命ずるものとする。  

２  前項に規定する通知は、学校長を経由して行うことができ

る。  

（辞退）  

第１３条  被認定者は、就学援助を必要としなくなったときは、

教育委員会に対し、阿南市就学援助辞退届（様式第７号）を

提出しなければならない。  

２  前項に規定する届出は、学校長を経由して提出することが

できる。  

（目的外使用禁止）  

第１４条  就学援助費の支給を受けた被認定者は、当該就学援

助費をその目的以外に使用してはならない。  

（その他）  

第１５条  この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要

な事項は、教育委員会が別に定める。  

附  則  
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（施行期日）  

１  この規則は、令和元年１２月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の阿南市

就学援助費交付規則第５条第１項の規定によりされている就

学援助の認定は、この規則による改正後の阿南市就学援助規

則第６条第２項の規定によりされた就学援助の認定とみなす。 

附  則（令和３年１１月３０日教委規則第８号）  

この規則は、令和３年１２月１日から施行する。  

附  則（令和４年３月２４日教委規則第２号）  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  
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様式第１号（第５条、第８条関係）  

様式第２号（第６条、第８条関係）  

様式第３号（第６条関係）  

様式第４号（第９条関係）  

様式第５号（第１０条関係）  

様式第６号（第１１条、第１２条関係）  

様式第７号（第１３条関係）  

 


